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内
訳

大規模な災害等が発生した場合、広域的な消防の応援が円滑にでき、被害の軽減を図るもの。

大規模な震災及び特殊災害に備え、更なる応援・受援体制の円滑化を図る。
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消防・救急救助体制を充実する消防・救急救
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消防本部警防課

事業： 消防広域活動事業 0473
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A

応援・受援体制が確立されている。

A

他機関との連携を深め、大規模災害に備える
ことができた。また応援連携計画により救急
出動輻輳時でも円滑に応援要請ができた。

A

A

A

目

標

応援協定締結消防間等との連携の更なる向上。
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事業費 2,682
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所管課

当市消防力だけでは対応できない大規模、特殊な災害等が発生した時に対応するため、消防相互応援協定や緊急消
防援助隊との連携強化に努める。
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細事業：消防相互応援協定事業 02事業
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1

直営 平成元年度以前 消防組織法第39条、第45条

消防相互応援協定機関

他市との連携を深め、安全に災害対応できるよう訓練を継続する。

A A A

一般財源

3,4442,682

762

0

0.10

0.00

1,349

1,333

0

0

(決算額) (千円) (千円)

対
象
者

当市消防力だけでは対応できない大規模、特殊な災害等が発生した時に対応するため、消防相互応援協定や緊急消
防援助隊との連携強化に努める。目
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事業：消防広域活動事業                                      

 大規模災害または特殊災害が発生し、甚大な被害となった場合、被災場所が広範囲であったり、傷病者が多数発

生し、人員、資機材など現有の消防力では対応が困難となり、一時的に災害対応能力は著しく低下する。 

現有する消防力で、災害対応が困難と判断した場合に、他市消防本部に応援要請をし、これら一時的に著しく低

下した災害対応能力を解消できるよう、市民の生命、身体、財産を守るため、広域的に応援協定を締結している。 

 また、緊急消防援助隊として本市ではタンク車、救急車、１５ｍ級はしご車、隊員輸送車の４台を総務省消防庁

へ登録しており、あらゆる災害対応ができる体制を構築した。 

 

細事業：消防相互応援協定事業                             

１．阪和林野火災消防相互応援協定 

  林野火災は有効な消防用水利が乏しく消火が困難なため、広域的に延焼拡大し、被害が甚大となる恐れがある。

大阪府、和歌山県境の構成市町村と協定を締結し、林野火災が発生した場合に対応している。本年度にあっては

連絡会議を開催し、連携の強化を図るとともに、Ｎコードを利用した簡易端末の紹介を行い、各会員に端末器の

配布事業が行われた。また、林野火災予防の啓発用看板の作成、掲示や、大阪市消防局航空隊と和歌山県防災ヘ

リコプターによる広報を行った。 

阪和林野火災相互応援協定分担金    １５，０００円 

 

      

Ｎコード対応地図（左）をＮコード簡易端末と使用すれば容易に位置が確認できるため山岳救助等でも有効利用で

きる。 

  

２．大阪市・河内長野市航空消防応援協定 

 林野火災、山岳救助及び大規模災害や特殊災害時にヘリコプターの活用は消防活動における大きな一助となる。

ヘリコプターの特性を十分に発揮し、林野火災での延焼拡大を防ぎ、被害の軽減を図ること、災害で救出した要救

助者※を搬送すること、また、火災予防や広報及び災害の調査を目的として大阪市と協定を締結している。また、

火災予防の啓発活動として、春と秋に行われる火災予防運動期間中に空からの広報を実施した。 

       ※ 要救助者 … 事故等により生命、身体に急迫する危険が及んでいる状態の者。 

 

大阪航空消防運営費分担金    ２，６６７，０００円 

 

         


